	■主管部御中　　　（翌月7日〆）
■海外事務所御中（翌月7日〆）

作　業　月　報　A

（2016年3月分）
	資金源
	□JICA調査、■円借款、□無償、□その他ODA
□国際機関、□相手国政府、□non ODA、□民間、
□その他（　　　　　）

	
	内容
	□調査（MP, FS等）、□技プロ、□B/D、■D/D、
□設計・監理、□監理、□役務、□その他　（　　　　　）

	
	形態
	□単独、■JVメイン、□JVサブ、□補強、□下請け、□その他（　　　　）

	※□については、該当する項目を☑に置き換えること。

	主管部名
	道路・橋梁部（KR）
	事務所名
	ハノイ環状3号線建設事業

	プロジェクト名
	ハノイ環状3号線建設事業
	責任者名
	前田哲哉（a5414）

	国名
	ベトナム
	記入者名
	前田哲哉（a5414）

	作業科目コード
	JA15R1003
	作成日
	2016/4/7

	工事監理案件に適用：コンサルタントの契約上の関与・立場
	□The Engineer,
□The Employer’s Advisor,
□その他（　　　　　）
	工事監理案件に適用：工事契約方式
	□DBB 契約方式（Design-Bid-Build Contract）、□DB契約方式（Design & Build Contract）、□その他（　　　　　）

	契約期間
	2015/7/15～2016/9/14
	リスク危険度
	■1: 低い、□2: 普通
□3: 高い、□4: 非常に高い

	プロジェクト概要：（プロジェクトの概要を5行以内程度で記述すること。毎月作成し直す必要はありません。）

	ハノイ環状3号線マイジック～南タンロン区間の実施設計・入札支援業務である。
受注形態はNK-NE（大日本コンサルタント）-NKVのJVであり、現地貨は全てNKVの受注である。
契約工期は14ヶ月間であるが、実施設計は7ヶ月間と短い工期設定になっている。
本事業はハノイ市西部の都市地域内に位置し、交通量が多い既存街路上に連続高架橋を建設するものであり、KRにとって初めての本格的な都市内道路案件である。

	1．今月の作業概要・進捗状況

	1.1 全体
	進捗状況
	潜在リスク
懸念報告
	顕在化リスク
懸念報告
	当初利益予想額との対比
（2016年度、KR、JA15R1003のみ）

	■順　　調
	□未発生
	■未発生
	当初予想出来高　　　： 58百万円
当初予想直接利益額： 14百万円
当初予想直接利益率： 24%

	□遅れ気味
	■発生中
□今月発生
	□発生中
□今月発生
	決算時予想値
	出来高　　　： 61百万円
直接利益額： 16百万円
直接利益率： 27%

	□かなり遅れ気味
	□本社への支援要請あり
	□本社への支援要請あり
	当初予想と決算時予想との対比
	□上回る (5%以上)
■予想通り（±5%）
□下回る恐れあり
 (5%以下)



	「当初利益予想額(率)を上回る」、又は「下回る恐れあり」の場合の理由 (簡潔に記入)

	当初利益予想率に変更はない（±5％）。
Team Leader　（石本：KU）の12M/Mの内、2.5M/M（本年度：1.5M/M、次年度：1.0M/M）をBridge Engineer 　（前田：KR）に付け替えたため、KRの出来高及び直接利益額は当初予想を上回る見込みである。



1.2コンサルタントサービス
	今月の作業概要（今月の作業概要を簡潔に記述すること。）

	2016年1月までに調査、設計、積算及び入札図書のドラフト一式（Rev. 0）を提出した。
2016年2月までに調査及び設計、当月までに積算及び入札図書についてアプレイザル・コンサルタント（ハノイ交通大学のコンサルタント部門）との協議・署名を終え、修正版ドラフト一式（Rev. 1）を提出した。
当月からMOT-TCQMとの最終協議を開始した。
来月上旬に正式コメントの受領・回答を行い、MOT承認用の最終版一式（Rev. 2）を提出する予定である。


1.3工事の状況 （工事監理している場合、または、調査案件の場合で再委託契約をしている場合は記入すること。）
	No.
	パッケージ名
	業者名
	契約工期（※1）
	工事の進捗状況（※2）
	進捗率(※3)

	
	
	
	年　月～
年　月
	□未着手、□進行中
□入札準備中、□終了
	%/　　%

	
	
	
	年　月～
年　月
	□未着手、□進行中
□入札準備中、□終了
	　　　　%
/　　%

	
	
	
	年　月～
年　月
	□未着手、□進行中
□入札準備中、□終了
	　　　　%
/　　%


※1：西暦表記とし年月で示すこと。　※2：該当する状況を☑に置き換えること。　※3：進捗率　実績(%) / 計画(%) (実績は概略値で良い。)


	2．海外適正支出基準

	2.1 行動指針の配布：対象者はNK直雇いの現地採用職員。｛但しﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、ｵﾌｨｽﾎﾞｰｲ等の非幹職員、NKｸﾞﾙｰﾌﾟ会社所属の職員(出向・派遣者)は除く）｝
(1) 新規の現地採用職員：　□あり（  名）、■無し　(事務所開設に伴う新規雇用を含む)
(2) 新規の現地採用職員に行動指針を配布・確認書取得・リスト更新：　□完了、□未完
（完了の場合は、確認書取得リストを添付する。確認書は現地にて保管する）
2.2 海外適正支出基準：　　　報告が必要な支出：□あり　　■無し
（ありの場合は、別途フォームにて、主管部経由でKP室へ報告する。）

	3．入札支援の状況

	（円借款のICB案件のみ簡潔に記載、その他は記載の必要無し。また、記載した事項はそのまま残しておくこと。記載例はフォーム最後に掲載。）

Lot名： パッケージ1、2　（工事内容：取付道路・連続高架橋の建設（各2.7km））
	入札ステージ
	予定
	特記事項
(応札・競争状況、本邦企業の参加有無等の概況) 

	1．PQ
	
	P/Q評価結果については、1/27にMOTの承認が下り、2/26にJICA同意申請手続きに入った。
両パッケージ共に5グループがP/Qを提出し、日系絡みの4グループのみが通過した。
CRBC（中国）-VINACONEX（越）は、CRBCがWB指名停止期間中であるため、失格となった。
日系絡みの4グループは以下の通りである。
1：三井住友建設-CIENCO1（越）
2：鉄建-Thang Long（越）
3：鹿島
4：東急建設-大成建設
3/1の入札開始は遅れているが（約2-3カ月の遅れと推察）、この工程が無理である事は当初から客先も承知済であり、当初予定通り、1月中にドラフト成果品一式を提出したことで、工程上のコンサルタントの責務は果たしたと考える。

	1.1　 公示開始
	2015/11/12
	

	1.2　 評価・承認の完了
	2016/01/27
	

	2．入札
	
	

	2.1　入札開始
	（2016/03/01）
	

	2.2　入札終了
	（2016/04/30）
	

	2.3　評価・ネゴ終了
	（2016/07/31）
	

	2.4　承認・同意終了
	（2016/09/30）
	

	2.5　契約完了・着工命令
	（2016/10/01）
	




	4．リスク報告

	現在において課題となっている潜在化リスク及び顕在化リスクについて簡潔に記入すること。リスクが無くなった場合は当該月にその旨を記し、次月から削除すること。
	No.
	項　目（※1）
	内　容

	01
	□顕在化リスク
■潜在リスク（懸案事項含む）
	タイトル：既存設備・移設可否の確認
本路線沿いの地上・地中には多くの既存設備が存在するため、ボーリング調査及び設計作業を進めた段階で移設できない既存設備が確認された場合、持ち出しによる追加ボーリング調査及び設計修正作業、並びに設計作業の遅延が発生する。
従って、ボーリング調査及び設計作業の開始前に関係機関と連携して既存設備調査を行い、既存設備の位置、移設の可否を確認する必要がある。
一方、この既存設備調査が遅れた場合、ボーリング調査及び設計作業の遅延に繋がるため、早期の決着が必要となる。
※事業実施の障害となる既存設備について、移設を原則としているが、移設ができない既存設備が確認された場合、連続高架橋の特徴として、
橋脚位置は数珠繋がりで変更となる。
 (2015.08.02)

	
	対応方針・状況および対応結果（※2）
	(2015.08.02) 対応方針：
先行して既存設備調査を行い、早期決着を図る。
既存設備位置及び移設可否確認後にボーリング調査及び詳細設計を実施する。
上記が実現可能な作業計画を作成し、遅延が発生しない様、作業管理を行う。
(2015.08.02) 取り組み状況：
添付の作業計画を作成の上、客先に説明を行った。
重要なマイルストンは以下の通りである。
- 8月末に既存設備位置及び移設可否並びに橋脚位置を客先・MOTに報告する。
- 9月末までにMOTから承認を取得する。
- 10月中旬までに橋梁計画を最終化し、かつ、詳細設計の準備を終える。
(2015.09.07) 取り組み状況：
既存設備位置の確認を一通り終え、KM2+500付近の排水ボックス・カルバートのみ移設できないと判断した。その他、縦・横断方向に既存設備が存在するが、橋脚位置の変更による移設の回避、または既存設備の移設による対応が可能と判断した。この結果を客先（PMUTL）に報告し、F/Sから橋脚位置が変更しない約80か所の橋脚位置について、ボーリング調査開始の許可を得た。
残り約40か所については、下記No.05に記すアプレイザル・コンサルタント、MOTとの協議を経て最終決定される。
(2015.10.06) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.11.09) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.12.05) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.01.03) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.02.08) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.03.04) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.04.07) 取り組み状況：
下記No.05参照。

	
	本社への要望
	■無し
□あり

	02
	□顕在化リスク
■潜在リスク（懸案事項含む）
	タイトル：Narrow Sectionの橋脚横梁施工方法
本路線の約半分の区間は両側に既存建物が張り付いたNarrow Sectionである。
昨今のメトロ事業工事において事故が頻発しているため、客先からF/Sで提案された橋脚横梁の施工方法（固定支保工式）への懸念が示された。


固定支保工式施工のイメージ







従って、現在実施中のF/Sレビューにおいて、より安全で大幅なコスト増とならない施工方法を提案し、客先・MOTの承認を得る必要があるが、承認が遅れた場合、詳細設計作業開始の遅延に繋がる。
 (2015.08.02)

	
	対応方針・状況および対応結果（※2）
	(2015.08.02) 対応方針：
F/Sレビューで代替案を検討、客先・MOTに提案を行う。
添付の作業計画に基づき、期限内に客先・MOTの承認を取得する。
承認された施工方法を指定仮設とするか否か等、入札図書における取扱いについては、10月中旬に施工計画、契約図書の両要員が乗込んだ後に検討する。
(2015.08.02) 取り組み状況：
現在実施中のF/Sレビューで代替案を検討中である。
(2015.09.07) 取り組み状況：
F/Sレビューの結果、複数の代替案を挙げ、Over-hanging工法を最適案として提案した。客先（PMUTL）及びアプレイザル・コンサルタント（UCTV）は既に同意しており、下記No.05に記すMOTとの協議を経て最終決定される。
(2015.10.06) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.11.09) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.12.05) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.01.03) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.02.08) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.03.04) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.04.07) 取り組み状況：
下記No.05参照。

	
	本社への要望
	■無し
□あり

	03
	□顕在化リスク
■潜在リスク（懸案事項含む）
	タイトル：回転鋼管杭の採用
F/Sにおいて回転鋼管杭（本邦技術）の採用が承認されており、Narrow Sectionのほぼ全ての橋脚位置（約50基程度）において計画されている。
本杭形式の採用は、本邦企業の参画にとって要となるため、JICAからも採用に対して熱心な要望が寄せられている。
一方、同杭形式は通常の場所打ち杭よりもコストが高く、また、現地建設会社にとっては、会社経験上、プライムとして参入する上での障害となっている。
従って、F/Sレビューにおいて、同杭形式が削除されない様、F/Sレビュー、以後のフォローアップにおいて慎重な対応が必要となる。
 (2015.08.02)

	
	対応方針・状況および対応結果（※2）
	(2015.08.02) 対応方針：
F/Sレビュー及び以後のフォローアップにおいて慎重に対応する。
(2015.08.02) 取り組み状況：
現在実施中のF/Sレビューで同杭形式の正当性を評価中である。
(2015.09.07) 取り組み状況：
F/Sレビューの結果、各Narrow Sectionの端部において、各2橋脚分まではStandard Sectionに機材を配置することで場所打ち杭の適用が可能と判断し、計15か所を回転鋼管杭から場所打ち杭への変更提案を行った。
客先（PMUTL）は既に同意しており、下記No.05に記すアプレイザル・コンサルタント、MOTとの協議を経て最終決定される。
(2015.10.06) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.11.09) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.12.05) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.01.03) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.02.08) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.03.04) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.04.07) 取り組み状況：
下記No.05参照。

	
	本社への要望
	■無し
□あり

	04
	□顕在化リスク
■潜在リスク（懸案事項含む）
	タイトル：追加設計
Hoang Quoc Viet IC（KM1+350）～本線拡幅～Co Nhue IC（KM2+550）は、Stage 2（将来計画）として扱われており、本業務のスコープ外となっているが、
客先（PMUTL）から、本業務の中で上記Stage 2の詳細設計を追加契約として実施することを要請された。
また、客先はCo Nhue IC以外をStage 1のスコープに加えることを考えており、その場合、①オリジナル・スコープの対象構造物の設計内容の変更が生じるため早期追加契約内容の決着、②土地取得・住民移転の必要性の有無等、事業推進上のリスクの見極めが重要となる。
(2015.09.07)

	
	対応方針・状況および対応結果（※2）
	(2015.09.07) 対応方針：
F/SにおけるStage 1の計画は明らかに欠陥があり、このままではMai Dich ICの安全性、主要交差道路となるHoang Quoc Viet Street （NH32）との交通流が確保できないため、客先の意向は正しく、対応すべきと考える。
但し、上記リスクを解決する必要がある。
(2015.09.07) 取り組み状況：
客先（PMUTL）には、追加設計分の平面・横断図及び段階施工計画、追加設計業務のTOR、見積等を提出し、同意を得ている。下記No.05に記すMOTとの協議を経て最終決定される手筈となっている。
追加契約の見積は外人分約500万円、ローカル分・経費約1.4BilVNDである。
なお、外人分の内訳は、Highway Engineer（Naresh）：1.0M/M、Bridge Engineer （前田）：1.0M/M、Environmental Specialist（井上）：0.5M/Mである。
Environmental Specialistは、土地取得・住民移転に絡む業務が目的であるが、対象位置はハノイ市の土地を国有企業が借りて仮設備のみ設置が許可されている土地であり、土地取得・住民移転上の問題は生じないと見込んでいる。
(2015.10.06) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.11.09) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2015.12.05) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.01.03) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.02.08) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.03.04) 取り組み状況：
下記No.05参照。
(2016.04.07) 取り組み状況：
下記No.05参照。

	
	本社への要望
	■無し
□あり

	05
	□顕在化リスク
■潜在リスク（懸案事項含む）
	タイトル：F/Sレビュー結果の承認取得
上記No.01～No.04を含め、F/Sレビューの実施・報告書の提出を行った。
レビュー結果の早期決着の有無が今後の設計業務の遅延・手戻りに直結する。
 (2015.09.07)

	
	対応方針・状況および対応結果（※2）
	(2015.09.07) 対応方針：
客先（PMUTL）には説明・同意取得済であり、今後はMOT・アプレイザルコンサルタントとの早期決着が必要となる。

(2015.09.07) 取り組み状況：
2015.09.08にアプレイザル・コンサルタント、2015.09.09にMOT（TCQMの責任者）との事前協議が予定されている。その後、MOTとの儀礼的な正式協議を開催し、最終決定が下される手筈となっている。
(2015.10.06) 取り組み状況：
F/Sレビュー結果について、以下の手順に沿って決定されることとなった。
Step 1：MOT-TCQMとの協議・合意取得
Step 2：MOT-DPIとの協議・合意取得（支間割、IC計画のみ）
Step 3：State Acceptance Comittee、MOTとの合同協議（2015/10/16開催）
Step 4：MOT-Truong副大臣によるレターの出状
上記Step 1については、支承タイプ（提案：Pad、TCQM：Pod）以外は、全てコンサルタントの提案内容の通り合意された。
Step 3の日程が決められているため、10月中旬に決着される見通しがついた。
但し、ボーリング調査のために、残りの橋脚位置（上記No.01参照。約40か所）について、早急にMOT-DPIの合意を取得する必要がある。
(2015.11.09) 取り組み状況：
2015年10月13日、MOT-TCQMからMOT-DPIに対してレターが出状された（Letter No. 3292/CQLXD-DB-1）。同レターには、コンサルタントのF/Sレビュー結果に対する同意、D/Dの進捗促進を図るためにMOT上層部への早期報告、MOTの公式レター出状の依頼が明記されている。
上記レターを受け、2015年10月22日、MOT-DPIからPMUTLに対してレターが出状された（Letter No. 14105/BGTVT-KHDT）。同レターでは、PMUTLに対して追加設計及び建設費（Stage-1）の追加費用の報告を求められたため、改めて精査の上、2015年11月3日、PMUTL経由でAddendum No.1案を含む資料一式を提出した（Letter No. HNRR3DD-PMUTL-159-15）。
上記状況を鑑み、現在は以下の通り対応を行っている。
①F/Sレビュー結果
MOT-TCQMの同意を得ているため、F/Sレビュー結果に基づき、残りの調査・詳細設計作業を開始した。
②追加設計
上記2015年11月3日のレターでは、2015年11月15日までにAdendum No.1に署名されれば、オリジナルの期日通り（2016年1月）にドラフトの成果品を提出できる旨を通知している。PMUTLも真摯にとらえており、即座にJICAハノイ事務所への同意申請レターが出状された。PMUTLの要請により、コンサルタントもJICAハノイ事務所への説明・合同現地踏査を行い、早期の同意レター出状について約束を頂いた。今後、JICAからの同意レター受領後、2015年11月15日までにAddendum No.1に署名ができるよう、PMUTLを通じてMOTに働きかける所存である。
(2015.12.05) 取り組み状況：
①追加設計
MOT（DPI）から合意を得たため、11月3日に顧客（PMUTL）からJICAハノイ事務所（森所長宛）に同意申請のレターが出状された。
JICAに対しては、予めコンサルタントから担当者（橋本氏、Huong氏）に説明・現地案内を行い、賛同を得ており、PMUTLからレターを受領次第、一両日中に回答する手筈となっていた。
しかし、一向にJICAから回答がなかったため、当事務所から橋本氏に、また、11月24日のNKハノイ事務所（河浪、福田）とJICA（山本次長、高橋次長）の定期進捗報告会において説明を求めた。その結果、技術的妥当性には触れず、過去のPMUTLの案件（NH5-IC）において、JICA（特に山本次長）はPMUTLに不信感を抱いており、そのことだけが理由で提案を受け入れられないと説明を受けたため、早急の返信を依頼し、同日中にJICAから回答が出状された。
JICAからの回答を受け、PMUTLの内部でも対処案に意見の一致が見られず、担当者からまずは追加案で設計を進める様指示を受けたものの、修正リスクが高いため、正式決定までは対応しない旨を伝えた。
一方、PMUTLとJICAの溝は深く、このままでは決定が遅れ、遅延リスクが高まると判断したため、11月30日、NKV（Giao社長）にPMUTL、MOTとの調整を依頼し、即日行動に移して頂いた。
Giao社長に調整を依頼した内容は以下の通りである。
PMUTLとの調整
・提案を通すために、JICAハノイ事務所と良い関係にあるHanh氏（MOT-DPI）に調整を依頼する。
・外国人についてはM/Mの先食いが認められないため、今から追加契約を締結しても必要な時にM/Mがなく、また、後々追加分を消化できないため、これまでPMUTLが認めてこなかった外国人要員間のM/M・経費の流用を認める。
・ローカルについては、必要に応じてM/Mの先食いを認める。
MOT-DPIとの調整
・早急にMOT副大臣とJICAの協議を行い、正式に決定する。
・Hanh氏とJICAが事前に協議を行い、調整を図る。
結果
Giao社長による上記調整は全て受け入れられた。
その後、12月1日にHanh氏とJICAが事前協議を行い、当該位置の土地取得状況に係る資料等を明示することを条件に、内諾を受けた。
12月8日にMOT副大臣とJICAの協議が行われ、正式決定される。
②F/Sレビュー結果
上記追加設計に係る決定を経て、正式に承認される見込みである。
(2016.01.03) 取り組み状況：
12月8日、MOT-JICAの協議が開催され、追加設計（当初Stage 2に予定されていた2ICs）の実施について合意された。但し、追加工事については、MOTによる本プロジェクトのD/D承認時に、用地、工事金額及び工期に問題がない事をJICAが確認の上、追加の有無を決定することとなった。これを持って、コンサルタントとしては、MOT/PMUTLから同意取得済のStage Construction Planに沿って、追加設計業務に取りかかり、オリジナル・スコープと同じ、2016年1月中旬に全てのドラフトを提出する予定である。なお、Addendum No.1については、PMUTLと協議・合意の上、MOT-DPIの承認手続き中である。
(2016.02.08) 取り組み状況：
上記Stage Construction Planに基づいて設計業務を行い、ドラフト成果品（含む追加設計分）一式（含む環境、積算書、入札図書）を提出した。
調査及び設計についてはアプレイザル・コンサルタント（ハノイ交通大学のコンサルタント部門）との協議・議事録への署名を終え、2016年2月末までに修正の上、MOTのD/D承認申請に上げる予定である。積算及び入札図書については、2016年2月にアプレイザルが実施される予定である。
上記2015年12月分の報告の通り、MOTのD/D承認時にMOT-JICA間でStage Construction Planを決める手筈となっているため、F/Sレビュー結果の正式レターも同じ時期に出状されると予想する。
なお、MOT-TCQMには十分な事前説明を行っており、また、コンサルタントのF/Sレビュー結果に基本的に全て合意する旨のレターを受け取っているため、今後も持ち出しによる大幅な設計変更は生じないと考えている。
(2016.03.04) 取り組み状況：
1.2今月の作業概要・進捗状況（コンサルタントサービス）にて説明した通り、調査・設計についてはアプレイザル・コンサルタントとの協議・議事録の署名を終え修正版を提出し、来月からMOTとの最終協議を開始する予定である。
積算・入札図書についても、当該月にアプレイザルを開始し、来月中旬までに修正版を提出する予定である。
(2016.04.07) 取り組み状況：
1.2 今月の作業概要・進捗状況（コンサルタントサービス）にて説明した通り、当月からMOTとの最終協議を開始した。
当月に入り、以下の課題が浮上してきたが、ベトナム側・日本側（JICA他）と緊密に連携しており、コンサルタントの責任・修正設計に係るリスクはヘッジしている。
【鋼管回転杭】
当月に入り、PMUTLから鋼管回転杭の数量を大幅に減したいとの意見が出始めたため、詳しく聞いたところ、先行工区の残ローンで新日鉄により鋼管回転杭工事が実施されているHoang Minh Giamフライオーバーでの施工パフォーマンスが悪く、期待されていた施工上の利点が得られなかったことが理由であることを確認した。PMUTLからMOTに提案の上、MOTが数量を大幅に減らす決定を下す手続きを開始したいとの意見が出たが、本案件はMOT-JICA間で鋼管回転杭を前面に出した案件として進めてきた経緯から、MOTが決定を下す前に、必ずMOT/PMUTLとJICAで協議することを進言し、PMUTLはこれを了承した。本件についてはJICAハノイ他に対してもコンサルタントから内々に現状報告を行った。なお、MOTが設計の承認を急いでいるため、直ちに設計を変更する可能性は低く、また、コンサルタントとしては既に議事録に署名済であり、設計条件の変更となるため、追加設計費なしでは変更には対応しない事を伝えているため、PMUTLからは施工段階で変更する案が浮上している。Hoang Minh Giamでの失敗が原因であるため、変更となった場合も、JICA他がコンサルタントの責任とすることはなく、また、この問題はMLITを絡めず、現地で解決する方向で調整している。
【South Thang Long IC】
2015年10月のSACによるコメントを踏まえ、同年11月にSouth Thang Long ICの代替案を提出したが、PMUTLと協議した結果、本D/DはF/S案通り進める事で合意・議事録への署名を行った。その後、HPC及び同エリアを開発予定のVietin Bankからの要請を受け、代替案採用の声が高まってきた。このような経緯のもと、当月下旬にHPC-DOT局長を議長とし、HPCの関連部局、MOT、PMUTL、Vietin Bank等が集まり会議を行った結果、代替案を採用する方向で調整する旨結論付けた。ただし、設計承認を優先し、本変更は施工業者のProvisional Sumとして設計修正・追加工事に係る費用を計上し、本D/Dでは対応しないこととなった。本件はJICAハノイ事務所にも報告済である。

	
	本社への要望
	■無し
□あり

	06
	□顕在化リスク
■潜在リスク（懸案事項含む）
	タイトル：Land Status
本事業は土地取得が生じないことを前提に計画されており、F/S時に作成されたLand Status Reportにも土地取得が生じない旨記載されているものの、地籍図を含む図面が見当たらないため、その信ぴょう性の確認ができない状況にある。
今回サービスのスコープでは、同レポートの内容確認が含まれている。
(2015.11.09)


	
	対応方針・状況および対応結果（※2）
	(2015.11.09) 対応方針：
PMUTL、HPC-DOTと連携して、HPC内の関係部局及びF/S時の実施コンサルタントに資料の提供を強く依頼している。長引く場合、入札条件と異なることを説明の上、追加M/Mを要求する所存である。
(2015.12.05) 取り組み状況：
依然として地籍図は見当たらないものの、Hanoi-DOTから上記F/S時に作成されたLand Status Reportの基となる、沿道のState Own Companyを対象としたLand Acquisition Planを入手した。
上記図面、現地踏査、各State Own Companyへのヒアリングを実施した結果、一部補償が完了していないものが存在し、上記 F/S時に作成されたLand Status Reportの記述（土地取得が生じない）とは異なるが、工事用道路を含め、補償が完了していない用地・建物を避けて対応可能であることが確認できた。
一方、KM4付近（既存のPVD通りの中心線をシフトする区間）において、上記Land Acquisition Planに含まれておらず、かつ本設に影響する建物が3つ存在する事が新たに確認された。同情報は本サービスのスコープ内である、Update Land Status Reportに盛り込み、即時の取得作業開始を推奨することとする。
(2016.01.03) 取り組み状況：
KM4付近の問題を含め、2015年12月22日にUpdate Land Status Reportを提出し、PMUTLとHanoi-DOTに説明・早期対応を依頼した。なお、微妙ではあるが、守秘義務を優先し、コンサルタントからJICAには説明していない。
(2016.02.08) 取り組み状況：
追加設計区間のUpdated Land Status Reportを提出した。
2015年12月に提出した報告書と合わせて、MOTのD/D承認時にMOT-JICA間で協議・決定が下されることになる。
(2016.03.04) 取り組み状況：
上記06で説明した通り、来月からMOTとの最終協議を開始する予定である。
MOTとの最終協議結果に基づく最終版の提出は3月中を想定しており、そのタイミングでMOT-JICA間の協議・最終決定が下されることとなる。
(2016.04.07) 取り組み状況：
MOT協議は当月に開始されたが、4月上旬まで続く見込みである。
MOT-JICA間の協議・最終決定はその後となる。

	
	本社への要望
	■無し
□あり


（行は必要に応じて追加すること。）
※1：	□顕在化リスク、□潜在リスクのうち該当するリスク・事項に☑を記入する。何もリスク懸案事項が無ければ記載不要。
※2：	必要に応じて、持出しMMまたは経費を記載すること。


	5. 契約情報及び請求業務（対象案件：円借、相手国政府資金、国際機関、民間）

	5.1契約情報

	現行有効契約：■ Original、□ 変更契約
追加契約：□該当せず、□作成中、■交渉中（Addendum No. 1：NKV分のみ）

	5.2 請求業務及び入金状況

	
	通貨
	Year
	FY 2016 (2015.07 – 2016.06)

	
	Month
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	FC
	
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	A
	A
	
	
	
	

	LC
	
	全てNKVポーション


S:入金済み、 A: 承認済み、B: 請求済み、C:見積済み、D: 見積中、E: 未対応
（FY2015以前の請求、未入金の該当がある場合は上表に追加して記載願います）

	6．営業情報（営業情報を箇条書きで記入すること。）

	· C/SプロポーザルのRFP：3/18に配布され、プロポ作成を開始した（提出は5/6）。

	· ハノイRR3ミッシングリンク：客先・TEDIとプロモートを開始した。
· HCMC都市内高架道路（民間）：CII E&CからF/Sのオファーを受け、現在契約交渉中である。
· HCMCアンフー交差点、都市内高架高速道路5号線（JICA ODA）：DPI⇒MPIに支援要請案件（2016-2018）として提出された。3/10にJICA高橋次長と面談済み。
· 全国有料道路ETC（RFIDタイプ）導入（民間）：MOTチュオン副大臣の発表を受け、Deo Ca社からNK・NEXCO中日本との共同での取り組みについてオファーを受けた。
· HCMC-Moc Bai高速プロモートのため、実施機関となるPMU Traffic Safetyを表敬した。

	７．要人の現場訪問、その他（ニュース、トピックス等）

	7.1要人の現場訪問　　　■無、□有
	訪問期間
	201　年　月　日
	NK対応者
	

	訪問者
	
	訪問目的
	

	指摘事項
	


（要人とは、政治家、日本国政府職員、政府関係機関職員、大学職員、国際機関職員を指す。「□無、□有」については、各項目の□を該当する場合は☑とし、該当しない場合には□のままとすること。）

	7.2その他（ニュース、トピックス等）
特になし

	８．従事者

	今月の従事者及び本年度で既に従事した者
■NK会計年度（7月～翌年6月）を適用する案件
□それ以外の期間を適用する案件
適用期間：2016年3月1日～2016年3月31日
１．従事者（契約稼働MM）
	No.


	氏名


	職名


	今月稼働日


	本年度の
契約稼働
MM
	前月までの稼働MM
	今月の
稼働MM

	今月までの累計稼働MM

	1
	石本　一鶴
	Team Leader
	03月01日～03月22日
	9.50
	6.70
	0.90
	7.60

	
	
	
	03月27日～03月31日
	
	
	
	

	2
	Sthapit Naresh
	Highway Eng.
	
	3.93
	3.93
	
	3.93

	3
	前田　哲哉
	ATL/Bridge Eng.
	03月01日～03月16日
	7.50
	6.47
	0.67
	7.13

	4
	安藤　信一
	Utility Eng.
	
	3.00
	3.00
	
	3.00

	5
	藤野　徹
	Material Eng.
	
	2.00
	2.00
	
	2.00

	6
	野末　康博
	
	
	2.00
	2.00
	
	2.00

	7
	辻本　有一
	O&M Expert
	
	1.00
	1.00
	
	1.00

	8
	Maurice
	Road Safety
	
	0.50
	0.50
	
	0.50

	9
	井上　憲彦
	Env. Specialist
	
	2.57
	2.57
	
	2.57

	10
	松原　正知
	Const. Planner
	
	3.00
	3.00
	
	3.00

	11
	田中　健治
	Cost Estimator
	03月01日～03月20日
	4.00
	2.33
	0.67
	3.00

	12
	徳丸　祥一郎
	Bridge Eng. (IC)
	
	1.50
	0.50
	1.00
	1.50

	
	（NKV：別コード）
	
	
	
	
	
	

	合　計　（No.12を除く）
	40.50
	34.00
	2.24
	36.24


2.　従事者(非契約MM、現場分)
	No.
	氏名
	職名
	今月稼働日
	本年度前月迄の累計非契約MM
	今月の
非契約MM
	今月までの累計非契約MM

	1
	前田　哲哉
	ATL/Bridge Eng.
	
	0.33
	
	0.33

	2
	安藤　信一 (M)
	Utility Eng.
	
	0.20
	
	0.20

	3
	徳丸　祥一郎
	Bridge Eng.
	
	5.87
	
	5.87

	合　計
	6.40
	
	6.40


3.　OJT対象者(MM,現場分)
	No.
	氏名
	職名
	今月稼働日
	本年度前月迄の累計OJT MM
	今月の
OJT MM
	今月までの累計OJT MM

	1
	
	
	
	
	
	

	合　計
	
	
	




	9．本社からの質問、要望、コメントと現場からの回答

	本社からの質問、要望、コメントがあれば記入してください。（※1）
	(1)主管部からの質問、要望、
コメント等
	[bookmark: _GoBack]□無、☑有（□ 回答要、☑ 回答不要）2016年3月16日　佐野部長代理
回答ありがとうございます。状況了解しました。
不当な標準歩掛の適用に起因する工事費の価格差を具体的に求めることが出来ればそれを記録し、事業費のContingencyに加えることを客先に進言することをお勧めいたします。

□無、☑有（☑ 回答要、□  回答不要）2016年2月16日　佐野部長代理
回答ありがとうございます。了解しました。
ラックフェンDDでは積算および入札図書のアプレイザルで数カ月にわたり拘束されました。特に積算アプレイザルは手戻りが少ないように、議事録を取りながら進めることを勧めます。また、入札図書については、相手側により片務契約となる変更がなされないように留意をお願いいたします。

□無、☑有（☑ 回答要、□  回答不要）2016年1月16日　佐野部長代理
回答ありがとうございます。了解しました。
上記、３．入札支援の状況に記載いただいているようにPQに中国企業が応募していますが、取り扱いについては十分注意が必要です。状況についてJICAベトナム事務所へのタイムリーな報告も必要と思います。

· 無、☑有（☑ 回答要、□  回答不要）2015年12月14日　佐野部長代理
回答ありがとうございます。了解しました。
上記、リスク報告06に記載いただいている土地収用に関する書類と事実の齟齬は、施工監理時の業者からのクレームに繋がります。入札図書への適切な反映をお願いいたします。

· 無、☑有（□ 回答要、☑  回答不要）2015年11月16日　佐野部長代理
回答ありがとうございます。了解しました。
上記、リスク報告04に記載いただいているように、変更契約に関し、そのスコープマネジメントが重要と思います。引き続き報告のほどお願いします。

· 無、☑有（☑ 回答要、□  回答不要）2015年10月19日　佐野部長代理
上記５．リスク報告の05に記載の支承については、連続桁部分では高額ですが水平反力分散支承を採用することになると思います。一方、単純桁部分など、Fix Moveの条件ではポットベアリングを採用することとなると思います。参考になさってください。

· 無、☑有（☑ 回答要、□  回答不要）2015年9月15日　佐野部長代理
上記５．リスク報告の02に記載の工法変更に伴う費用増は余裕をもって見積もることを勧めます。特に、入札が本邦企業に限られることが想定される場合においては結果的に工事費が高騰する可能性があることに配慮する必要があるからです。
また、03に記載の回転鋼管杭をDDで採用し、かつ、PQでその実績をクライテリアに記載する場合には、PQ通過が本邦企業に限定されることについて、事前に施主の了解を書面で得ることを勧めます。

下記に示す先月分の当方コメントが事務方の不手際でお手元に届いていなかったようです。合わせて、ご参照ください。

· 無、☑有（☑ 回答要、□  回答不要）2015年8月24日　佐野部長代理
担当管理職がはっきりしなかったのでコメント発信が遅れました。
短い期間でDDを完成させるのは骨が折れると思いますがよろしくお願いします。
上記リスク項目に潜在リスクとして挙げられた項目はいずれも顕在リスクとなる可能性が高くCSでコスト増となるより、DDでしっかり議論した上出来るだけ安全側の（予算を多く見積もる）設計が望ましいです。
なお本格的かどうか、あるいはKRが主導かどうか、などといった議論はありますが、TgPAやカンパラFOがありますので冒頭の「KRにとって初めての本格的な都市内道路案件である。」との表現は適さないのでは？と感じます。


	(2)現場からの回答
（翌月に記入）
		2016年04月07日回答者：前田
2015年8月24日のコメントへの回答
DDできちんと検討した上で、適切な設計を行う予定です。
但し、予算オーバーな積算は顧客の不信感を買うため、施工経験を豊富に有する団員を配置し、過大な設計とならない様に対応致します。
本格的な都市内道路案件の定義は何に着目するかによって異なりますが、本案件は現道交通を迂回できず、かつ、現道上に高架橋を建設する区間が2.5kmもあるため、これまでのKRの都市内案件とは大きく異なります。
そのような案件であることを社内で周知徹底するために、敢えて冒頭の表現を使い続けたいと思います。

2015年9月15日のコメントへの回答
見積：上記回答と同様です。なお、現時点で4グループ（日本＋ローカルの4JV）が応札する見込みであり、一定の競争環境は担保されています。
回転杭：本業務を進めていく中で、回転杭の採用は日越政府間の決め事であり、F/Sから周到に準備されている事が分かりました。従って、日本勢に限定されることは周知の事実であり、敢えて書面で確認することは避けたいと思います。

2015年10月19日のコメントへの回答
アドバイスありがとうございます。
最近ベトナムでは良い物を導入する事へのハードルが大分下がった印象を受けていますが、F/S時点の予算遵守については依然として頑な状況です。支承についても、結局は鋼桁：Potタイプ、Super T桁：Padタイプで決まりました。

2015年11月16日のコメントへの回答
承知致しました。リスク報告04及び05の通り対処する所存です。
Addendum No.1（含む追加スコープの定義）についてはドラフトを作成・顧客に説明済であり、12月8日のMOT副大臣とJICAの協議後、正式に提出致します。

2015年12月14日のコメントへの回答
アドバイスありがとうございます。
土地取得状況については正確に把握できたため、入札図書担当者と良く話した上で正確に反映する様に致します。

2016年01月16日のコメントへの回答
中国企業については、顧客・JICAハノイ事務所と緊密に連携の上対処しています。
本月報3の説明の通り、中国企業はP/Q失格となる見込みです。

2016年02月16日のコメントへの回答
アドバイスありがとうございます。
当案件では、顧客と打合せを行う際、議事録の作成・署名を義務付けています。
積算についてですが、昨年ハノイ市が市内のフライオーバー案件のために鋼橋の製作・運搬・架設に係る歩掛を新規に発行しています。この歩掛に抜けが多く、なかなか思い通りの積算金額が積み上がらないため、顧客と打合せを行いましたが、現段階では歩掛に沿って積算する様、書面での指示を受けました。これに対して、コンサルタントとしては指示に従うものの、歩掛にどの様な項目が受けていて、積算金額に影響が出る旨をレターで返信しました。また、本案件では多くの夜間工事を計画していますが、積算の規定上、夜間の労務単価を使うことは認められていないため、この点についても、同様のレターを出状しておきました。
これらの内容については、JICAハノイにも事前に報告済です。

2016年03月16日のコメントへの回答
コメントありがとうございます。
ベトナムに歩掛がある以上、他国の基準を持ち出して標準歩掛とすることは難しく、また全ての工事項目に対してその差異を求める事は困難です。
可能な範囲で資料をまとめ、客先・JICAにはOver-bidの可能性を指摘しております（客先はレター）。本件、現在進行中のMOT協議を経て最終版を提出する際に、今一度整理の上、丁寧に対応する所存です。


（※1：複数の質問がある場合には適宜行数を増やすこと。「現場からの回答」は翌月の作業月報で回答すること。その場合、本社からの「質問、要望、コメント」は消却しないこと。「□無、□有」については、各項目の□を該当する場合は☑とし、該当しない場合には□のままとすること。）


注1：現場事務所は翌月7日迄にE-Mail（原則）で主管部（オフィシャルメール）及び当該国の海外事務所長宛（存在する場合）に送付する。
注2：事業部長及び主管部長が出張の場合は代理者が記入する。	
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